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●一般廃棄物処理業許可書 南島原市指令27南環第34号
●浄化槽清掃業許可書 南島原市指令27南環第35号

南島原市
西有家町須川108番地1

当社の汲み取り料金は計量器付き車輛で計測し、
正確な料金を徴収するシステムです！

グリストラップのイヤ～な臭いしていませんか？直ちに清掃に伺います。

家電製品家電製品 家具類家具類 その他その他

10広報 2018.４南島原11 広報 2018.４南島原

　土地または家屋の納税義務者は、所有
する土地や家屋の評価額が適正に評価さ
れているかを確認するために、市内にあ
る他の土地や家屋の評価額が記載された
縦覧帳簿を縦覧することができます。
　この機会にぜひ、あなたの資産を確認
してみませんか（縦覧手数料は無料です）。

固定資産課税台帳の縦覧

●縦覧期間   ４月２日㈪～５月31日㈭（土日、祝日を除く）
　　　　　　 午前８時30分～午後５時15分
●縦覧場所…各支所および西有家庁舎（各旧町分の縦覧となります）
●縦覧できる人
・土地価格等縦覧帳簿は土地の納税者
・家屋価格等縦覧帳簿は家屋の納税者
●必要なもの
・本人であることが確認できるもの
 （納税通知書、免許証などの身分証明書など）

問 税務課 ☎７３－６６４２

　本制度は市内の工事施工業者へのリフォーム工事の発注促進を目的としており、平成30年度も引き続き実施し、
４月２日から受付を開始します。次に該当する工事は、補助の対象となりますので、まずはご相談ください。　　

●対象者…市民および市内に本社がある法人で市税
の滞納がないこと
●対象物件…固定資産台帳にある住宅・店舗・旅館
などであること
●対象工事…個人法人問わず市内の施工業者（支店や
営業所などは除く）へ発注する工事で、工事額が
30万円（税込）以上で年度内（平成31年3月まで）に
完成する工事であること

■ 補助対象
・平成23年の制度開始から引き続き１物件につき１
回限り。

■ 交付回数の制限

・申請前に着手した工事
・各種機器の新設、取替え工事およびそれに伴う配
管工事のみの工事など
・倉庫、車庫、作業場、工場など住宅・店舗・旅館
などでない物件の工事
・施工業者の代表者と申請
者が同一世帯の場合

■ 補助対象とならない工事の例

●住　　宅…工事費の10％（上限20万円）
●店　　舗…工事費の20％（上限100万円）
●旅館など…工事費の30％（上限200万円）

■ 補助率および上限額

南島原市住宅・店舗・旅館等リフォーム資金
補助金の受付を開始します

問 商工観光課 ☎７３－６６３２

　市民の皆さんが知りたい、聞きたい、学びたい市役所の仕事や制度のことなど、市の職員が出向いてお話しします。
　詳しいメニューは各支所備え付けのチラシまたはホームページでご覧いただけます。

●対　　象…市内在住または在勤する約10人以上の
　　　　　グループ
●出前時間…平日の午前９時から午後９時までの間
　　　　　  （１講座２時間以内）

●料　　金…無　料
　　　　　　※会場使用料などは申請者負担
●申請方法…秘書広報課または各支所備え付けの受講
　　　　　申込書により申請してください。

市政出前講座をお届けします
問 秘書広報課 ☎７３－６６２２

市役所の担当課が
わからないときは ☎73－6600 へ

南島原市役所＊省略文字説明／と：日時　ば：場所　な：内容　定：定員　り：料金　対：対象者
　　　　　　　　し：応募締切　も：申込方法　問：申し込み・お問い合わせ

市役所の担当課が
わからないときは ☎73－6600 へ

南島原市役所

問 相談・予約 専用電話  市民相談センター ☎８２－３０１０

困った時は、市民相談センターをご利用ください

相　談　会日　　　時

布 津 公 民 館

会　　　　場

４月２日㈪

受  付  開  始

４月２日㈪

５月１日㈫

６月１日㈮

６月１日㈮

７月２日㈪原城オアシスセンター

口 之 津 公 民 館司法書士相談会

無 料 法 律 相 談

行政書士相談会

司法書士相談会

無 料 法 律 相 談

行政書士相談会

４月18日㈬  13時～

５月11日㈮  13時～

５月23日㈬  13時～

６月20日㈬  13時～

７月６日㈮  13時～

７月18日㈬  13時～

北有馬ピロティー文化センター

加津佐総合福祉センター

深 江 公 民 館

　「どこに相談したらいい
のかな？」そんな時は、市
民相談センターをご利用く
ださい。
　解決の方法を一緒に考え
ます。また、専門家による
各種無料相談会を開催して
います。

●無 料 法 律 相 談…弁護士による民事、刑事、行政、訴訟に関する相談
●司法書士相談会…司法書士による登記、相続、契約関係、多重債務などに関する相談
●行政書士相談会…行政書士による相続、遺言、農地転用、不動産関係などに関する相談

●各種相談会日程　※各相談会のご利用は、２日前までに電話で予約をお願いします。


